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火災予防上の命令を受けている防火対象物の状況

法：消防法（昭和２３年法律第１８６号）　　令：消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）

防 火 対 象 物 の 名 称 所 在 地 命令を受けた者 命令発動日 命 令 事 項 命令発動者

第２西原クリニック 伊丹市野間８丁目５番１０号
医療法人社団弘道会
理事長　西原　弘道

令和8年1月29日

　令和８年６月２９日までに防火対象物全体に
スプリンクラー設備を法令基準に適合するよう
設置すること。
（法第１７条第１項、令第１２条第１項第１
号）


